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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（平成２９年２月１９日 １６時３０分ごろ～１７時０１分ごろ

の間） 

発生場所 不明（新潟県佐渡市姫埼北方沖） 

事故の概要  漁船大神
だいじん

丸は、船長が落水して行方不明となった。 

事故調査の経過  平成２９年２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が行方不明のため、行わなかっ

た。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 大神丸、９.１トン 

 ＮＧ２－１８１７（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９７ｍ（Lr）×３.７８ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１０２.９kＷ、昭和６０年５月５日 

第２２０－１１８９２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成２６年６月１２日 

  免許証交付日  平成２６年６月１２日 

          （平成３１年６月１１日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３ 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ、水温 約１０℃ 

 事故の経過 本船は、姫埼北方沖の漁場でかれい
．．．

刺し網漁を行う目的で、平成２

９年２月１９日１３時４６分ごろ電話で知人にこれから出港する旨を

告げた後、船長（以下「本船船長」という。）が１人で乗り組み、佐

渡市大川漁港を出港した。 

僚船の船長（以下「船長Ａ」という。）は、１６時３０分ごろ無線

でこれから帰る旨の通信を行ったところ、本船船長から、今、網を入

れている旨の応答を聞いた。 

別の僚船の船長（以下「船長Ｂ」という。）は、大川漁港への帰航

中、無線での呼び掛けに本船船長の応答がなかったので、１７時０１
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分ごろ本船船長の携帯電話に連絡したが呼び出し音が鳴るものの応答

しなかった。 

船長Ｂは、本船船長が心配になり、引き返して本船の操業海域に向

かったところ、姫埼北方沖３.５海里（Ｍ）付近で、微速力で前進し

ている本船を発見したが、船上に人影がなかったので、無線で僚船に

救援を求めた。 

船長Ａは、無線を傍受して大川漁港から救援に向かい、本船を発見

して移乗し、停船させたが、本船が無人であることを確認した。 

本船船長は、落水したものとして所属の漁業協同組合を通じて海上

保安庁に通報され、僚船、海上保安庁の船艇及び航空機等による捜索

が行われたが、行方不明となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船） 

 その他の事項 本船船長は、平成２８年５月から本船を所有し、同年９月ごろから

本船に１人で乗り組んで刺し網漁を行っていた。 

船長Ａは、本船船長が、本船を所有する以前にも船外機付ボートで

頻繁に釣り等を行っており、平成２８年９月以降は刺し網漁を連日行

っていたので、操船や船上作業に不慣れとは思っていなかった。 

船長Ａは、本船船長が本船に１人で乗り組むようになる以前から漁

法等の指導を行っており、ふだんから、投網時には漁具等に巻き込ま

れる危険があるので注意するよう、本船船長に言っていた。 

本船には他船と衝突したような痕跡はなかった。 

船長Ａは、ふだん、本船船長の健康状態に問題はないと思ってい

た。 

本船は、出港してから無人の状態で発見されるまで、僚船等に目撃

されていなかった。 

本船は、発見された際、無人の状態で船首を北西方に向け、主機が

微速力前進にかかっており、船内に揚網後の漁獲物が積載され、後部

甲板の右舷側から海中の刺し網に繋
つな

がれたロープが出ている状態であ

った。 

船長Ａは、本船が発見された際の状況から、刺し網の揚網を終え、

別の刺し網を投網中に本船船長が落水したものと思った。 

本船船長の携帯電話は、発見された船内に残されていた。 

本船船長は、ふだん、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船船長は、行方不明となった。 

 本船は、本船船長が、１６時３０分ごろ無線で投網中の旨を通信し

た後、１７時０１分ごろ携帯電話の呼び出しに応じなかったことか
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ら、この間において、本船船長が落水したものと考えられる。 

本船船長は、本船が発見された際、主機が微速力前進にかけられ、

後部甲板の右舷側から海中の刺し網に繋がれたロープが出ている状態

であったことから、刺し網の投網作業中であった可能性があると考え

られるが、落水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が操業中、本船船長が落水したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶の乗船者は、救命胴衣を適切に着用すること。 

・海中に送り出す漁具には、できるだけ身体を触れたり、跨
また

いだり

しないこと。 

・防水措置を施した携帯電話を常に身に付け、落水した際の連絡手

段を確保することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

新潟県 

佐渡島 

姫埼 

弾埼 

両津港 

本船発見場所 

大川漁港 


